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第 2章　非営利法人運営上の留意点

6 寄附株式の発行会社の組織再編等
(1) 株式交換

【事例】

　一般財団法人Aは、大学生及び大学院生を対象に奨学金を支給する

奨学財団である。一般財団法人Aは、20年前にB氏からY社株式2,000

株の寄附を受け、毎年同株式の配当を原資として、大学生及び大学院生

に奨学金を支給している。なお、同寄附については、寄附時に、国税庁

長官から租税特別措置法 40条に基づく非課税承認を受けている。

　このたび、Y社は、X社との間で、X社を株式交換完全親会社、Y社

を株式交換完全子会社とし、翌年 1月 1日を効力発生日とする株式交

換契約を締結した。Y社の株主には、Y社株式1株に対して、X社株式2.2

株が割当交付される予定である。

　この場合、一般財団法人Aは、株式交換の効力発生日までに対応し

ておくべきことはあるか。
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【回答】

　株式交換の効力発生後は、X社株式の配当の全額を奨学金の原資とする必

要があるため、X社株式の配当見込み等をふまえて事業計画等の変更が必要

かどうか検討すべきである。X社株式の配当が従前よりも大幅に減少する見

込みである場合や、配当が不安定になることが見込まれる場合には、株式交

換契約の承認に関する株主総会で反対の議決権を行使し、買取請求権を行使

することも検討する必要がある。

【解説】

①株式交換とは

　株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同

会社に取得させることをいう（会社法 2条 31 号）。本事例は、Y社がその発

行済株式の全部をX社に取得させる株式交換である。

　X社がY社の株主と個別に交渉し、Y社株式を全部取得しようとすれば、

Y社の株主が多ければ多いほど手間がかかるのに対し、株式交換は、Y社の

株主の個別の同意は不要であり、株主総会における意思決定のみで実施でき

る。また、X社がY社と合併した場合、法人格は一体化するほか、Y社の

締結する契約関係の処理や許認可の変更や承継の手続が必要となるのに対

し、株式交換は、Y社の法人格が維持されるため、比較的手間がかからない。

これらのメリットから、株式交換は、企業グループ内の子会社再編や、グルー

プ外企業の買収の場面で利用されることが多い 75。

②代替資産

　代替資産とは、非課税承認を受けた寄附により法人が取得した財産につき

収用等一定の理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡によ

75 西村あさひ法律事務所編『M&A法大全（上）〔全訂版〕』（商事法務、2019）425 ～ 427 頁〔森本大介 =
土肥慎司〕。
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